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○小山市求職者技能向上教育訓練奨励金交付要綱 

平成１７年３月３１日 

規程第１４号 

改正 平成２１年３月３１日規程第１８号 

平成２２年３月３１日規程第１７号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小山市内に住所を有する求職者の技能向上を奨励し、市内の

雇用の促進を図ることを目的に、求職者が技能向上のための教育訓練を受けた場

合に小山市求職者技能向上教育訓練奨励金（以下「奨励金」という。）を交付す

ることについて、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 奨励金の交付対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、厚生労働

大臣が、職業に必要な知識等の習得に資する教育訓練又は職業能力試験の認定に

関する規程（平成１６年厚生労働省告示第２１１号）第１条に規定する教育訓練

（以下「対象教育訓練」という。）を平成１７年４月１日以降に修了した市内に

住所を有する求職者で、その対象教育訓練に対し公的な給付金等の支給対象とな

らないもののうち、対象教育訓練修了時に公共職業安定所において求職者登録を

行っているものとする。 

（奨励金の額） 

第３条 奨励金の額は、対象教育訓練の受講に際し、交付対象者が教育訓練施設に

対し支払った入学料及び受講料の１００分の５０の額とし、１５万円を限度とす

る。 

（交付申請） 

第４条 交付対象者が奨励金を受けようとするときは、小山市求職者技能向上教育

訓練奨励金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）により対象教育

訓練の修了後３０日以内に、市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 公共職業安定所の発行するハローワークカードの写し及び教育訓練給付金

支給要件回答書 
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(2) 対象教育訓練に要した入学料及び受講料の領収証の写し 

(3) 対象教育訓練の修了証の写し 

（交付決定） 

第５条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、これを審査し、奨励金の交

付の可否を決定し、小山市求職者技能向上教育訓練奨励金交付（不交付）決定通

知書（様式第２号）により、その旨を通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する奨励金の交付の可否の決定に当たり、申請者の同意の

上、教育訓練給付金の支給状況等についての調査を行うことができる。 

３ 市長は、第１項の規定により奨励金の交付を適当と認めた者に対しては、速や

かに奨励金を交付するものとする。 

（奨励金の返還） 

第６条 市長は、虚偽又は不正な手段により奨励金の交付を受けた者があるときは、

その者から、交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

（平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの間の対象教育訓練の特

例） 

２ 第２条の規定にかかわらず、平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日ま

での間の対象教育訓練は、市長が同条に規定する対象教育訓練と同等と認める市

内の教育訓練施設が実施する教育訓練を含むものとする。 

附 則（平成２１年３月３１日規程第１８号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日規程第１７号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（適用区分） 
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２ この要綱の施行の際現に対象教育訓練を受講している交付対象者のうち、平成

２２年３月３１日までに修了したものに係る奨励金の額については、なお従前の

例により、同日後に修了したものに係る奨励金の額については、改正後の小山市

求職者技能向上教育訓練奨励金交付要綱の規定による。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

 


